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難
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東京グランドホテルで開催された理事会

　
十
月
十
四
日
午
後
二
時
か
ら
、
東
京
グ
ラ
ン
ド
ホ

テ
ル
で
、
理
事
会
が
開
催
さ
れ
た
。
三
帰
依
文
唱
和

に
つ
づ
い
て
、
白
幡
理
事
長
を
議
長
に
、
鳥
居
愼
轡
、

増
田
貞
圓
の
両
師
を
議
事
録
署
名
人
に
選
出
、
議
事

に
入
っ
た
。

　
議
案
第
一
号
「
平
成
九
年
度
予
算
編
成
の
基
本
方

針
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

　
白
幡
議
長
よ
り
上
程
。
議
案
審
議
に
先
立
っ
て
、

報
告
事
項
①
「
負
担
金
検
討
委
員
会
報
告
」
を
、
同

委
員
会
近
藤
正
也
委
員
長
が
行
い
、
つ
づ
い
て
鷲
尾

財
務
部
長
が
、
来
年
度
予
算
編
成
の
基
本
方
針
を
説

明
、
原
案
通
り
承
認
さ
れ
た
。

　
議
案
第
二
号
「
福
島
県
仏
教
会
加
盟
の
承
認
を
求

め
る
件
」

　
白
幡
議
長
よ
り
上
程
。
野
生
司
社
会
部
長
が
説
明
、

福
島
県
仏
教
会
の
加
盟
が
承
認
さ
れ
た
。

　
議
案
第
三
号
「
人
件
費
予
算
の
支
出
超
過
に
対
す

る
措
置
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

　
白
幡
議
長
よ
り
上
程
。
鷲
尾
財
務
部
長
が
説
明
、

予
備
費
か
ら
の
支
出
が
承
認
さ
れ
た
。

協
議
事
項

　
①
「
全
日
本
仏
教
会
財
団
創
立
四
〇
周
年
記
念
事

業
に
つ
い
て
」

　
白
幡
理
事
長
よ
り
説
明
。
質
疑
応
答
の
後
、
明
年

秋
、
神
戸
市
で
開
催
す
る
こ
と
を
決
定
。
実
行
委
員

会
を
作
り
、
準
備
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　
②
「
国
内
の
宗
教
団
体
に
関
す
る
調
査
研
究
（
文

化
庁
）
に
つ
い
て
」

　
白
幡
理
事
長
、
田
中
総
務
部
長
よ
り
説
明
。
慎
重

に
対
応
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　
③
「
仏
教
と
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
研
究
会
（
仮
称
）

設
置
に
つ
い
て
」

　
荒
川
事
務
総
長
よ
り
説
明
。
質
疑
応
答
の
後
、
研

賢

r二

ﾋ
　
’

究
会
設
置
が
承
認
さ
れ
た
。

報
告
事
項

　
②
「
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
復
興
事
業
の
現
況
に
つ
い
て
」

　
川
井
ル
ン
ビ
ニ
i
委
員
長
よ
り
、
現
況
の
詳
細
な

報
告
が
行
わ
れ
た
。

　
③
「
最
近
の
税
制
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
」

　
鷲
尾
財
務
部
長
が
、
税
務
調
査
の
実
状
や
来
年
度

の
税
制
改
正
へ
の
対
応
を
報
告
し
た
。

　
④
「
比
叡
山
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
一
〇
周
年
記
念
事
業

に
つ
い
て
」

　
荒
川
事
務
総
長
が
、
こ
れ
ま
で
の
経
過
を
報
告
。

　
⑤
「
事
務
総
局
各
部
報
告
」

　
各
担
当
部
長
よ
り
、
報
告
さ
れ
た
。

都
道
府
県
仏
教
会
代
表
者
会
議

　
去
る
十
月
七
日
正
午
か
ら
、
増
上
寺
の
会
議
室
で

平
成
入
年
度
都
道
府
県
議
教
会
代
表
者
会
議
が
開
催

さ
れ
た
。
三
帰
依
文
唱
和
、
事
務
総
長
挨
拶
に
つ
づ

い
て
、
長
野
県
仏
教
会
の
海
野
浮
雄
師
を
座
長
に
選

び
、
協
議
に
入
っ
た
。

　
協
議
事
項
①
「
平
成
九
年
度
都
道
府
県
仏
教
会
負

担
金
に
つ
い
て
」

　
協
議
事
項
②
「
ル
ン
ビ
ニ
！
園
マ
ヤ
堂
修
復
事
業

の
推
進
に
つ
い
て
」

　
協
議
事
項
③
「
最
近
の
税
務
調
査
に
つ
い
て
」

　
各
担
当
部
長
よ
り
、
説
明
が
行
わ
れ
、
出
席
者
か

ら
は
活
発
な
質
問
や
意
見
が
出
さ
れ
た
。

’
・
孟
画
「
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日宗連、 国税庁長官へ意見書提出
　日宗連（日本宗教連盟）は、去るm月2日、全理事の連名で下記の「税

務調査改善についての意見書」を日高壮平国税庁長官へ提出した。これ

は、寺院などに対する最近の行き過ぎた税務調査に懸念を示し、課税庁

が政教分離の原則を厳格に守るよう求めたものである。

　財団法人・日本宗教連盟は、教派神道連合会・全日本仏

教会・日本キりスト教連合会・神社本庁・新日本宗教団体

連合会の五協賛団体によって構成され、憲法が規定する信

教の自由と政教分離の精神のもとに、わが国における宗教

文化の振興に寄与するとともに、世界平和の確立に貢献す

るため、幅広い活動を行っております。

　さて、ここ数年、各地において宗教法人に対する行き過

ぎた税務調査及び「お尋ね」という法定外文書による調査

が頻繁に行われておりますが、これらの調査は憲法第20条

で保障されている「信教の自由」と「政教分離」の原則に

抵触するおそれがあると思料しますので、速やかに改善処

置を講じられますよう、下記のとおり意見を申し述べます。

　宗教法人は、税法上「公益法人等」の一つとして位置づ

けられていますが、憲法で保障されている「信教の自由」

を尊重する趣旨から、日本宗教連盟では税の運営執行にあ

たっては画一的な処理ではなく、宗教法人の特性に配慮し

た執行をするよう、訴えてきました。

　とりわけ「法人税基本通達の一部改正について」（昭和

56年11月20日付）が発表されてからは、同通達が公益法人

等への課税を通じて「信教の自由」と「政教分離」原則の

侵害につながることの懸念を表明し、国税庁長官に対して

慎重な税務行政の実施を

要望してきました。

軟㍊霜謀変㌫論・
14」（公益法人等の確定申告書の添付書類）については、

昭和57年5月28日、当連盟と小山昭蔵国税庁次長（当時）

の会談により、「各宗教法人が公益事業と収益事業とを区

分経理することにより、上通達を宗教法人には適用しな

い」旨を確認しております。

　しかしながら最近の税務調査では、上の「申し合わせ」

が徹底されず、収益事業を行っている宗教法人に対して、

非課税となっている公益事業にまで立ち入って調査を行う

傾向が顕著となっています。また源泉徴収税の対象となる

役貝や職貝の所得についても、あたかも所得隠しがあるか

のような偏見にもとづいた、調査を受ける側の受任義務を

はるかに越えた犯罪調査としか解釈できない調査がふえて

きております。

　宗教法人法第84条は「国及び公共団体の機関は、～宗教

上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがな

いように特に留意しなくてはならない」と定めてあります。

しかし、最近の調査では「宗教法人法」を全く知らない税

務暑員が多く、この結果、宗教法人にとって最も聖なる場

所である神前などを傍若無人に踏み込んだり、檀信徒名簿

や過去帳など宗教上のプライバシーや人権問題に関わる資

料の提示を強引に求めるケースが増えています。これらの

行為は、宗教活動に対する国家権力の介入であり、断じて

許されるものではありません。

　また、各地の税務署から出される法定外文書では、回答

期日を明記するなど、あたかも将来的な不利益を暗示し、

心理的圧力をかけている例が増えてきています。また、収

入総額、取引銀行名、預金残高、信徒総数、宗教活動の年

間予定等を調査項目に含めるなど、明らかに違法と判断さ

れる法定外文書が急激に増えております。これらの行為は、

憲法第84条の租税法律主i義、憲法第31条の法定手続きの保

障、行政手続き法第32条の行政指導の一般原則に反する行

為であります。したがって、法律に基づかない「お尋ね」

文書の送付を直ちに中止するよう、各税務署長に対し指導

方をお願い申し上げます。

　国税庁は昨年10月、「平成6年事務年度の公益法人等税

務調査」の内容を発表しましたが、それによると「宗教法

人の84．3％から申告漏れが見つかった」と報告されていま

す。しかしながら、その調査対象になったのは、いわゆる

課税逃れの疑いにより調査された381法人のみであり、18

万余の宗教法人全体から考えますとわずかな数です。この

ような調査結果の誇張は、意図的に宗教法人に対する誤解

を生ぜしめるばかりではなく、宗教活動への著しい偏見を

　　　　　　　　　　　　　　煽る要因になると考えま

　　　　　　　　　　　　　　す。国税庁はこのような

　　　　　　　　　　　　　　発表の形態について、速

　　　　　　　　　　　　　　やかに改善の処置を講じ

られますよう、お願いを申しあげます。

　宗教法人が本来の活動において非課税となっているのは、

宗教法人に対する国家の関与を排除して、宗教本来の活動

を最大限に生かすためのものであります。

　日本宗教連盟は、宗教界と課税庁の間における不必要な

摩擦を避けるため、昭和57年5月28日の「申し合わせ」の再

確認を求めるとともに、国税庁及び各地の国税局に対して

以下の事項を速やかに実施するよう、強く要望いたします。

＜税務調査改善のための要高点＞

1．国税庁の職員研修カリキュラムに、憲法第20条で保障さ

　れている「信教の自由」並びに「政教分離」、さらには

　「宗教法人法」について理解を深めるカリキュラムを加

　えること。

2．税務調査の事前通知は、調査理由と調査範囲を明記した

　文書で行うこと。

3．収益事業以外の事業にかかわる決算書類等に関する質問

　検査については、収益事業以外の会計に及ばざるを得な

　い個別・具体的事情を開示すること。

4．法律に則った照会文書を出す場合は、客観的必要性のあ

　る事項に限定し、照会の諾否を被照会者の任意とし、将

　来的不利益のないことを文書に明記すること。

一3一
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第
十
三
回
　
宗
教
と
税
制
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

収
支
計
算
書
提
出
制
度
と

　　

@　
@　
@　
@　
@　

@
税
務
調
査
の
諸
問
題

1996年11月1日

　
去
る
十
月
三
日
午
後
二
時
よ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
東

京
大
司
教
区
・
関
口
会
館
で
、
日
本
宗
教
連
盟
主
催

に
よ
る
、
第
十
三
回
「
宗
教
と
税
制
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」

が
開
催
さ
れ
た
。
本
年
は
、
「
収
支
計
算
書
提
出
制

度
の
導
入
」
を
テ
ー
マ
に
、
大
蔵
省
主
税
局
税
制
一

課
企
画
官
の
川
北
力
氏
と
、
「
収
支
計
算
書
提
出
制

度
と
税
務
調
査
の
諸
問
題
」
を
テ
ー
マ
に
、
税
理
士

の
近
藤
一
久
氏
が
講
演
を
行
っ
た
。
以
下
、
近
藤
氏

の
講
演
要
旨
を
ご
紹
介
す
る
。
（
文
責
・
社
会
部
）

度

ミ
弥

近藤一久氏

財
日
本
宗
教
連
盟

　
本
日
は
、
宗
教
法
人
な
ど
の
公
益
法
人
に
対
す
る

収
支
計
算
書
提
出
制
度
に
対
し
て
の
反
論
を
中
心
に

お
話
し
い
た
し
ま
す
。

　
一
、
非
課
税
制
に
お
け
る
改
正
税
法
の
違
法
性

　
現
在
の
日
本
で
は
、
宗
教
法
人
法
の
宗
教
団
体
認

定
用
件
を
満
た
す
も
の
は
、
等
し
く
法
人
格
を
取
得

で
き
ま
す
。
そ
し
て
所
轄
庁
の
認
証
を
得
た
宗
教
団

体
は
、
宗
教
法
人
法
上
の
適
格
法
人
と
な
り
、
自
動

的
に
各
種
国
税
法
及
び
地
方
税
法
の
適
格
法
人
と
な

り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
法
人
法
上
の
適
格
審

査
と
は
別
途
に
税
法
上
の
適
格
審
査
は
行
わ
れ
ま
せ

ん
。
こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
税
法
で
は
税
法
上
の
個
別

の
適
格
審
査
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
わ
が
国
の
よ
う
に
、
自
動
的
に
課
税
除
外
が
認
め

ら
れ
る
制
度
を
非
課
税
税
制
と
い
い
、
ア
メ
リ
カ
の

よ
う
に
申
請
等
の
特
別
の
手
続
き
の
結
果
を
ま
っ
て
、

税
法
上
の
個
別
審
査
を
経
て
、
課
税
除
外
が
認
め
ら

れ
る
免
税
制
と
は
根
本
的
に
異
な
り
ま
す
。

　
税
法
理
論
上
、
非
課
税
税
制
に
お
い
て
は
、
当
初

か
ら
納
税
義
務
が
成
立
し
な
い
の
に
対
し
て
、
免
税

制
に
あ
っ
て
は
、
い
っ
た
ん
成
立
し
た
納
税
義
務
を

後
に
申
告
等
の
手
続
き
に
よ
り
、
除
外
す
る
と
い
う

違
い
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
非
課
税
税
制
を
採
る
わ
が
国
の
税

制
の
も
と
に
あ
っ
て
、
免
税
手
続
き
を
前
提
と
す
る

よ
う
な
今
回
の
改
正
は
、
税
法
の
体
系
自
体
を
無
視

す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
二
、
申
告
納
税
制
に
対
す
る
違
法
性

　
申
告
納
税
制
度
は
、
自
分
が
納
税
義
務
者
と
し
て

納
税
の
具
体
的
内
容
を
決
定
し
た
上
で
、
こ
れ
を
税

務
官
庁
に
申
告
し
、
そ
の
申
告
に
よ
る
納
税
義
務
を

実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
宗
教
法
人
は
基
本
的
に
は
非
課
税
法
人
と
し
て
、

収
益
事
業
を
営
ん
で
い
な
い
場
合
に
は
税
務
官
庁
に

申
告
す
る
義
務
は
発
生
し
な
い
は
ず
で
あ
り
ま
す
。

今
回
の
収
支
計
算
書
等
の
提
出
は
、
税
制
の
基
本
原

理
に
違
背
す
る
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　
確
か
に
、
現
行
法
人
税
法
上
、
宗
教
法
人
は
収
益

事
業
を
営
む
場
合
だ
け
法
人
税
の
納
税
義
務
が
あ
り
、

確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

の
申
告
書
に
は
、
非
収
益
事
業
に
係
る
貸
借
対
照
表
、

損
益
計
算
書
も
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
こ
の
規
定
も
、
通
達
の
適
用
は
一
般
の
公

益
法
人
を
対
象
と
し
た
も
の
で
す
。
宗
教
法
人
は
除

外
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
に
、
こ
の
よ
う

な
取
り
扱
い
が
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
収
益
事

一4一
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乳
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
に
も
収
支
計
算
書
を
提
出

さ
せ
る
こ
と
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
宗
教
活

動
に
か
か
わ
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
政
教
分
離
の

建
前
か
ら
も
、
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
三
、
一
般
の
公
益
法
人
と
宗
教
法
人
の
区
別
の
必

要
性
　
宗
教
法
人
が
公
益
法
人
と
し
て
そ
の
社
会
的
役
割

を
果
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
宗
教
上
の
事
柄
に

属
す
る
の
で
、
信
教
の
自
由
、
政
教
分
離
の
大
原
則

か
ら
、
こ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
必
要
な
規
制
を
行
う

こ
と
は
差
し
控
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
収
支
計
算
の
内
容
を
検
討
し
て
、
単
に
収
益
部
分

を
抽
出
す
る
と
い
う
手
続
き
の
中
に
、
当
然
、
宗
教

活
動
自
体
の
検
討
、
規
制
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
は
公
益
法
人
の
一
般
的
規
定
の
税
制
改

正
と
い
う
今
回
の
措
置
が
、
宗
教
法
人
に
は
な
じ
ま

ず
、
憲
法
に
抵
触
す
る
と
考
え
ま
す
。

　
四
、
宗
教
法
人
に
対
す
る
税
務
調
萱
手
続
き

　
ア
メ
リ
カ
で
は
、
憲
法
で
政
教
分
離
の
原
則
を
明

確
に
す
る
と
と
も
に
、
信
教
の
自
由
を
制
度
的
に
保

障
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
憲
法
構
造
の
も
と
、
宗

教
が
政
治
に
介
入
す
る
こ
と
や
、
政
治
が
宗
教
に
介

入
す
る
こ
と
は
厳
に
戒
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
と
り
わ
け
、
課
税
の
分
野
で
は
、
税
務
調
査
を
通

じ
て
宗
教
団
体
の
内
部
活
動
に
不
必
要
な
介
入
が
な

い
よ
う
歯
止
め
策
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ

れ
は
、
宗
教
団
体
に
対
す
る
適
性
な
課
税
を
行
う
た

め
の
調
査
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
む
し
ろ
宗
教
団
体
の
特
性
を
考
慮
し
、
行
政
が

税
務
調
査
の
名
を
借
り
て
宗
教
団
体
の
内
部
活
動
に

不
要
な
介
入
を
行
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
厳
正
な

手
続
き
を
規
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
す
。

　
例
え
ば
、
調
査
通
知
や
調
査
範
囲
の
限
定
な
ど
を

徹
底
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
前
手
続
き
を
十
分
に
保

障
し
、
宗
教
団
体
と
課
税
庁
と
の
間
で
、
不
要
な
摩

擦
を
回
避
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
今
回
の
税
制
改
正
は
、
課
税
の
適
性
化
と
い
う
こ

と
を
前
面
に
掲
げ
て
お
き
な
が
ら
、
宗
教
法
人
の
内

部
活
動
に
介
入
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
す
。
そ

し
て
宗
教
法
人
の
特
性
を
無
視
し
て
お
り
、
課
税
庁

が
不
必
要
に
介
入
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
厳
正

な
手
続
き
を
置
く
べ
き
措
置
を
欠
い
た
違
法
な
も
の

と
い
え
ま
す
。

　
五
、
公
益
法
人
課
税
強
化
と
特
例
規
定
の
矛
盾

　
公
益
法
人
の
課
税
強
化
の
基
本
理
念
は
、
昭
和
五

十
三
年
十
一
月
の
税
調
答
申
に
沿
っ
た
も
の
で
、
そ

こ
に
は
、
市
場
競
争
政
策
優
先
の
考
え
方
、
つ
ま
り
、

公
益
・
営
利
法
人
に
同
じ
税
率
を
適
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
由
市
場
で
の
公
正
な
競
争
を
確
保
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
公

益
法
人
課
税
政
策
上
と
ら
れ
て
き
た
抑
制
的
補
完
課

税
の
転
換
を
図
る
も
の
と
い
え
ま
す
。

　
公
益
法
人
な
ど
の
収
益
事
業
に
対
す
る
軽
減
税
率

等
の
課
税
は
、
．
民
間
公
益
団
体
の
活
動
促
進
の
た
め

の
原
資
の
供
給
等
の
現
実
的
問
題
に
対
処
す
る
形
と

し
て
正
当
化
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
反
面
、
通
常
税
率

又
は
軽
減
税
率
の
い
ず
れ
を
選
択
す
る
べ
き
か
は
、

課
税
政
策
の
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
れ
自
体
違
法
と
は

い
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
選
択
に
あ
た
っ
て
留
意
す

る
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
判
断
基
準
が
現
在
の
国
家
財

政
需
要
の
増
大
に
対
処
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
課

税
強
化
論
に
あ
る
と
し
た
ら
大
い
に
問
題
で
す
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
公
益
法
人
等
の
社
会
的
存

在
意
義
や
財
政
基
盤
の
充
実
、
さ
ら
に
は
営
利
法
人

と
の
性
格
的
差
異
な
ど
を
十
分
に
検
討
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　
特
に
、
国
庫
主
義
的
租
税
観
に
お
い
て
は
租
税
法

を
政
策
的
規
定
と
し
て
と
ら
え
、
国
庫
収
入
確
保
の

た
め
に
法
の
改
廃
を
繰
り
返
し
、
法
の
精
神
を
看
過

す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
国
庫
の
財
政
収

入
の
確
保
な
い
し
、
企
業
活
動
の
保
護
等
と
い
う
政

策
に
の
み
傾
斜
す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

　
仮
に
寄
付
金
の
損
金
算
入
限
度
額
の
引
き
下
げ
が

国
庫
主
義
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
し
た
ら
、
ま
た
、

法
人
自
体
の
課
税
に
影
響
の
な
い
収
支
計
算
書
の
提

出
義
務
は
、
租
税
法
律
主
義
の
課
税
要
件
を
法
に
よ

っ
て
明
確
に
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
政
庁
の
恣
意

的
な
徴
税
を
排
除
し
、
国
民
の
財
産
的
利
益
が
侵
害

さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
大
原
則
に
、
違
反
す

る
は
ず
で
す
。
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宗
務
所
内
の
O
A
室
の
様
子

　
全
日
本
仏
教
会
で
は
、
本
年
七
月
一
日
半
教
化
セ

ミ
ナ
ー
「
仏
教
と
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
…
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
可
能
性
…
」
を
開
催
し
た
。
そ
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
で
は
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
を
用
い
た
教
化
伝
道

の
実
例
や
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
、
多
く
の
有
意
義

な
意
見
が
発
表
さ
れ
た
。

　
そ
こ
で
『
全
仏
』
誌
で
は
、
今
旦
よ
り
新
企
画
と

し
て
「
仏
教
と
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
」
を
開
始
し
、
各

宗
派
の
教
化
活
動
や
情
報
連
絡
に
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア

を
活
用
し
て
い
る
事
例
を
紹
介
す
る
。

　
第
一
回
目
は
、
本
年
七
月
二
十
二
日
に
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
T
O
M
O
I
N
E

T
」
を
開
設
し
た
、
真
宗
大
谷
派
。
担
当
は
企
画
室

の
木
島
孝
章
師
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
◇
　
　
◆
　
　
◇

　
…
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
は
じ
め
ら
れ
た
き
っ
か
け

は
。　
二
年
後
の
平
成
十
年
の
「
蓮
如
上
人
五
百
回
御
遠

忌
」
を
控
え
、
真
宗
大
谷
派
は
、
立
教
開
宗
記
念
日

の
本
年
四
月
十
五
日
に
、
御
遠
忌
総
合
テ
ー
マ
「
バ

ラ
バ
ラ
で
い
っ
し
ょ
一
差
異
（
ち
が
い
）
を
み
と
め

る
世
界
の
発
見
」
を
発
表
し
ま
し
た
。

　
こ
の
テ
ー
マ
の
背
景
に
は
、
現
代
人
の
直
面
す
る

孤
立
感
、
孤
独
感
、
存
在
の
不
安
感
、
人
と
人
と
の

関
係
性
の
希
薄
な
状
況
を
、
「
共
生
」
「
共
に
」
と
い

う
言
葉
の
も
と
乗
り
越
え
よ
う
と
い
う
大
き
な
願
い

が
あ
り
ま
す
。

　
大
谷
派
で
は
こ
の
テ
ー
マ
を
教
団
内
外
に
向
け
て

広
く
発
信
し
、
一
人
で
も
多
く
の
方
々
と
テ
ー
マ
の

持
つ
課
題
を
共
有
す
る
方
途
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
活
用
に
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
そ

し
て
、
七
月
二
十
二
日
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
T
O
M
O
I
N
E
T
」
を
開
設
し

ま
し
た
。

　
…
ど
の
よ
う
に
運
営
し
て
い
る
の
で
す
か
。

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
の
機
器
は
宗
務
所
内
O
A

室
に
あ
り
（
写
真
）
、
O
A
室
の
職
貝
が
中
心
に
な

っ
て
管
理
と
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
内
容
の
作
成
に
は
、
各
部
署
や
関
連
機

関
か
ら
専
門
家
を
集
め
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
組
織
し

て
当
た
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
教
化
情
報
の
対
外
発
信
手
段
と
し
て
の
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
と
は
別
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
使
っ
た
、
教
団
内
の
各
教
区
、
海
外
開
教
区
、

宗
門
関
係
の
学
校
、
保
育
連
盟
な
ど
の
関
係
団
体
、

さ
ら
に
一
般
寺
院
住
職
や
ご
門
徒
の
ユ
ー
ザ
ー
を
一

つ
に
つ
な
ぐ
、
宗
派
内
の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作

る
実
験
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　
…
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
は
ど
ん
な
特
徴
か
あ
る
の

で
す
か
。

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
持
つ
重
要
な
機
能
の
一
つ
と

し
て
、
「
双
方
向
発
信
」
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
従

来
の
メ
デ
ィ
ア
の
よ
う
に
、
一
つ
の
方
向
か
ら
の
、

一
方
的
な
発
信
だ
け
で
な
く
双
方
向
、
つ
ま
り
発
信
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す
る
側
と
受
け
る
側
、
あ
る
い
は
受
け
手
事
同
士
で

の
意
見
の
自
由
な
や
り
と
り
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

　
私
た
ち
は
、
こ
の
「
双
方
向
発
信
」
の
機
能
を
生

か
し
、
苦
悩
を
抱
え
て
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
が
、

様
々
な
課
題
を
ぶ
つ
け
合
い
語
り
あ
う
「
場
」
が
、

蓮
如
上
人
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
「
寄
合
・
談
合
」
の
現

代
版
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
御
遠
忌
テ
ー
マ
「
バ
ラ
バ
ラ
で
い
っ
し
ょ
」

に
つ
い
て
の
人
々
の
思
い
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

機
能
の
一
つ
で
あ
る
電
子
メ
ー
ル
を
使
っ
て
、
ア
ン

ケ
ー
ト
方
式
で
集
計
し
、
再
度
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
投

影
し
て
い
く
往
復
運
動
を
行
っ
て
、
テ
ー
マ
の
意
味

を
よ
り
深
め
る
試
み
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
暴
慢
上
人
ご
在
世
当
時
、
信
者
の
方
々
の

宗
教
的
要
求
に
的
確
に
答
え
ち
れ
た
『
御
文
』
を
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
機
能
を
生
か
し
て
現
代
に
実
現

で
き
な
い
か
ど
う
か
も
試
行
し
て
い
ま
す
。

　
…
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
内
容
を
教
え
て
下
さ
い
。

　
①
御
遠
忌
の
情
報
や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
『
友
・
朋
・

共
』
の
内
容
に
つ
い
て
、
②
真
宗
の
教
え
、
親
鶯
聖

人
・
蓮
如
上
人
の
生
涯
に
つ
い
て
、
③
教
団
の
歩
み

や
宗
派
が
取
り
組
む
現
代
の
課
題
、
④
仏
事
に
関
す

る
疑
問
や
作
法
に
つ
い
て
の
情
報
、
⑤
真
宗
本
懐
や

渉
成
園
の
紹
介
、
⑥
関
係
学
校
・
関
係
団
体
・
出
版

物
の
紹
介
な
ど
で
す
。

　
内
容
に
つ
い
て
は
よ
り
多
く
の
方
が
興
味
を
持
て

瀞
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蓬農セみ醐番謡界の発見

　というメッセージを発信しました

職、一酌遠忌テーマ

　
　
　
、

「TOMO－NET」ホームページの一部

る
よ
う
定
期
的
に
更
新
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
ど
の

ペ
ー
ジ
か
ち
も
①
の
御
遠
忌
の
テ
ー
マ
へ
移
動
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
工
夫
し
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
将
来
的
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
を
用
い
て

ペ
ー
ジ
作
成
を
行
な
う
予
定
で
す
。

　
…
今
後
の
展
望
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
現
在
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
者
は
、
青
少
年
が

中
心
で
す
が
、
今
後
は
壮
年
の
方
々
も
含
め
た
幅
広

い
年
齢
層
に
対
応
す
る
多
彩
な
内
容
が
求
め
ら
れ
ま

る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
す
で
に
各
世
代
か
ら
要
望
や

反
響
が
続
々
と
電
子
メ
ー
ル
で
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
宗
教
教
団
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
参
入
は
、
一

面
、
情
報
化
社
会
の
弊
害
（
個
人
の
孤
立
化
・
現
実

感
の
喪
失
）
を
助
長
す
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　
反
面
、
そ
う
し
た
場
で
し
か
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
持
て
な
い
現
代
の
人
々
へ
の
教
化

手
段
と
し
て
の
効
果
も
大
き
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
真
宗
大
谷
派
は
、
こ
れ
ら
の
課
題
と
責
任
を
踏
ま

え
た
上
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
広
く
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
発
信
し
て
い
く
道
を
選
択
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
同
時
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
は
あ
く

ま
で
浄
土
真
宗
の
教
え
に
触
れ
て
い
た
だ
く
き
っ
か

け
づ
く
り
で
、
教
化
支
援
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な

い
と
、
私
た
ち
は
考
え
て
い
ま
す
。

　
今
後
は
、
内
容
を
よ
り
吟
味
し
な
が
ら
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
活
用
し
、
現
代
に
密
着
し
た
効
果
的
な
教

化
活
動
を
展
開
し
て
い
く
つ
も
り
で
す
。
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仏全

信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会
講
演
会

1996年11月1日

　
信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会
主
催
に
よ
る
講
演

会
が
、
十
月
七
日
午
後
二
時
半
か
ら
、
増
上
寺
南
信

徒
控
室
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
。

　
こ
の
講
演
会
は
、
去
る
六
月
二
十
四
日
開
催
の
第

一
回
信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会
で
の
協
議
に
基

づ
い
て
開
か
れ
た
も
の
で
、
ル
ポ
・
ラ
イ
タ
ー
の
乙

骨
正
生
氏
が
「
宗
教
と
政
治
の
現
実
的
課
題
一
総
選

挙
を
め
ぐ
る
創
価
学
会
の
動
向
」
を
テ
ー
マ
に
、
約

一
時
間
熱
弁
を
奮
っ
た
。

　
乙
骨
氏
は
、
創
価
学
会
の
選
挙
運
動
の
実
態
を

生
々
し
く
報
告
、
約
六
十
人
の
出
席
者
は
熱
心
に
聞

き
入
っ
て
い
た
。

　
　
　
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会

　
九
月
二
十
六
日
午
後
二
時
よ
り
、
東
京
グ
ラ
ン
ド

ホ
テ
ル
で
、
第
二
回
ル
ン
ビ
ニ
i
委
員
会
が
開
催
さ

れ
た
。

　
最
初
に
、
第
一
回
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会
で
設
置
が

決
め
ら
れ
、
当
日
ま
で
に
四
回
開
催
さ
れ
た
事
務
連

絡
会
議
の
内
容
が
報
告
さ
れ
、
続
い
て
入
月
二
十
六

日
か
ら
二
十
九
日
ま
で
の
ネ
パ
ー
ル
出
張
の
報
告
が

行
わ
れ
た
。

　
次
に
、
マ
ヤ
堂
修
復
に
関
す
る
今
後
の
諸
問
題
に

関
し
て
、
復
元
の
具
体
的
方
法
、
予
算
措
置
な
ど
に

一
九
九
六
年
十
一
月
一
日
発
行

　
　
十
一
月
号
　
第
四
二
三
号

つ
い
て
、
活
発
に
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
。

「
．
。
ー
ー
3
－
8
－
8
ー
ー
ー
3
－
3
－
s
　
　
－
8
－
3
ー
ー
ー
．
一
’

　
埼
玉
県
仏
教
徒
大
会

口　
十
月
七
日
、
埼
玉
県
児
玉
郡
神
川
町
の
大
光
普
照

寺
を
会
場
に
、
第
十
九
回
埼
玉
県
仏
教
徒
大
会
が
開

催
さ
れ
た
。

　
第
一
部
の
法
要
に
続
い
て
、
小
説
家
の
大
谷
羊
太

郎
氏
が
「
長
寿
社
会
を
楽
し
む
知
恵
」
と
い
う
演
題

で
講
演
を
行
っ
た
。

蓑
事
9
務
｛
尚
且
録
．
募
多
ミ

ー
十
月
1

七三ニー・
日日日日

八
日

　
九
日

＋
一
日

十
四
日

天
台
大
師
遠
忌
大
法
要
参
列

新
宗
連
結
成
四
十
五
周
年
式
典
出
席

日
宗
連
税
制
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

都
道
府
県
仏
教
会
代
表
者
会
議

信
教
の
自
由
委
員
会
講
演
会

業
栴
陀
羅
問
題
研
究
会

埼
玉
県
仏
教
徒
大
会
出
席

日
本
キ
リ
ス
ト
教
連
合
会
創
立
五
十
周

年
記
念
式
典
出
席

故
塁
力
松
太
郎
氏
追
善
法
要
参
列

法
律
相
談
室

総
持
寺
晋
山
式
参
列

局
内
会
議

理
事
会

発
行
人
　
荒
　
川
　
正
　
憲
　
　
発
行
所
　
財
団
法
人
　
　
全

　
冷
略

日

＋
九
日

二
＋
二
日

二
＋
四
日

二
＋
九
日

三
＋
日

置
＋
一
日

禅
林
寺
派
西
山
国
師
遠
忌
法
要
参
列

同
和
推
進
担
当
者
連
絡
会

同
和
委
員
会

法
律
相
談
室

同
宗
連
教
団
行
政
責
任
者
研
修
会
出
席

長
野
県
仏
教
徒
大
会
出
席

日
宗
連
理
事
会

日
本
宗
教
代
表
者
会
議
委
員
会
出
席

吉
田
為
手
（
元
畜
仏
評
議
員
）

九
月
四
日
、
七
十
三
歳
で
遷
化

浄
土
宗
前
教
学
局
長

「
8
－
8
ー
ー
ー
ε
ー
ー
ー
ー
8
ー
ー
ー
ー
ー
8
ー
ー
ー
審
一
」

1997年版

本
　
仏
　
教
　
会

9×14㎝のポケットサイズ

お申し込みは

全県手帳係
定価700円

〒
一
〇
五
　
東
京
都
港
区
芝
公
園
四
一
七
i
四
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